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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月２３日 ０３時４５分ごろ 

発生場所 青森県中泊町小泊岬西北西方沖  

小泊岬北灯台から真方位２８７°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４１°０９.０′ 東経１４０°１２.１′） 

事故調査の経過 平成２３年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第八英
えい

祥
しょう

丸、１６７トン 

１３３４９４、昭英海運有限会社 

３５.４０ｍ×８.００ｍ×３.２９ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年７月 

Ｂ フローティングドック 美保号、１,３６６トン 

なし、株式会社トマック 

４５.０ｍ×３２.０ｍ×１５.０ｍ、鋼 

機関なし、昭和５５年（建造年） 

Ｃ 漁船 第一美
み

代
よ

丸、６.６トン 

ＡＭ２－５２７７（漁船登録番号）、個人所有 

１２.１０ｍ（Lr）×３.３６ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４３５kＷ、昭和６２年２月２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（二等航海士） 男性 ５２歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６２年１０月６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年８月２７日 

免状有効期間満了日 平成２４年１０月５日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成３年４月２６日 

免許証交付日 平成２２年１２月２７日 

（平成２８年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 
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Ｃ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷外板に擦過傷 

Ｃ 左舷船首部外板に破口、球状船首部先端に凹損、船首マスト曲損

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、無人のＢ船をえ
．

い
．
航してＡ船引船列を構成し、Ａ船には、連掲したマスト灯３個、両

舷灯、船尾灯及び引船灯を、Ｂ船には、両舷灯、船尾灯のほか赤色及

び白色計８個の点滅灯をそれぞれ点灯し、航海士Ａが、平成２３年１

０月２３日００時～０４時の単独の船橋当直に就き、小泊岬西北西方

沖を針路約０２７°（真方位）及び対地速力約５ノット（kn）で自動

操舵により航行した。 

航海士Ａは、Ａ船の船首方を左方に３隻が通過したので、海図で付

近の漁港を確認したのち、右舷前方にＣ船の白色及び紅色の灯火を視

認し、レーダーで約２ＭにＣ船を探知したが、Ｃ船がＡ船引船列を認

めて避けてくれるものと思い、Ｃ船の動きを監視しながら針路及び速

力を保持して航行した。 

航海士Ａは、Ｃ船が右舷正横１Ｍ付近に接近したとき、Ｃ船の紅色

及び緑色の灯火を視認し、Ａ船引船列の存在を気付かせるため、Ｃ船

を探照灯で照射した。 

航海士Ａは、右舷後方付近でＣ船の白色及び緑色の灯火を視認して

Ｃ船が変針したと思ったが、Ｂ船に向けて航行しているように見えた

ので、Ｃ船に対して探照灯で５回点滅した後、Ｂ船及びＣ船を交互に

照射した。 

航海士Ａは、Ｃ船の灯火をＢ船の正船尾方に視認したので、Ａ船引

船列の後方を通過したと思い、衝突したことに気付かなかった。 

航海士Ａは、０４時２０分ごろ接近したＣ船の僚船からＣ船がＢ船

と衝突したことを聞いて衝突したことを知り、僚船に連絡先を伝え、

Ａ船引船列は岩手県釜石市釜石港へ向かった。 

船長Ａ及び航海士Ａは、本事故後、Ｂ船の右舷外板に擦過傷がある

ことを確認した。 

Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り組み、船長Ｃが単独で船橋当直に就

き、マスト灯、両舷灯、船尾灯を点灯し、対地速力を６～７kn で小泊

岬北方沖を自動操舵により西進した。 

船長Ｃは、小泊岬西北西方沖において、１.５Ｍレンジとしたレー

ダーにより船首方に船舶の映像を認めず、小泊岬西方沖の僚船の灯火

しか見えなかったので、前方に他船はいないと思い、操舵室の床に座

り、僚船の漁獲量の記録簿（以下「本件記録簿」という。）に明日も

記入できるよう枠を書き入れ始めた。 

船長Ｃは、操舵室の右舷側のドアを開け、左舷側を向いて座り、時

折、振り向いて右舷側のドアから見える範囲に船舶がいないか確認し
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ていたが、本件記録簿の準備に夢中となり、前方の見張りを行ってい

なかったので、左舷前方から接近するＡ船引船列に気付かずに同じ針

路及び速力で航行した。 

船長Ｃは、０３時４５分ごろ衝撃を受けて立ち上がり、船首が黒い

壁に当たったように見えたので、機関を後進とし、その場を離れた。

船長Ｃは、Ｃ船に浸水していないことを確認したが、損傷状態が分

からなかったので、無線で僚船に他船と衝突したことを伝え、船名を

確認するように依頼し、中泊町小泊漁港に帰港した。 

船長Ｃは、帰港後、僚船から本事故発生場所付近を航行していたの

は、Ａ船引船列であることを聞いた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船引船列は、Ａ船から出したえい
．．

航索、長さ約５０ｍのクッショ

ンロープ、長さ約２５ｍのブライドルワイヤ、Ｂ船の船首から出して

いた錨鎖約５ｍとをつなぎ、Ａ船の船尾からＢ船の後端までの長さを

約４７５ｍとしていた。 

 Ａ船の船尾部では、Ｂ船の船首部を照射するための照明灯を点灯し

ていた。また、Ｂ船の赤色及び白色計８個の点滅灯は、左右舷構造物

の上部に設置した。 

 Ｂ船は、横断面が凹字型であり、船体のタンクに注排水をすること

により、浮上又は沈下できる浮きドックであった。 

 Ｃ船が所属する漁業協同組合では、特定の漁場を緯度０.５′ごと

に分け、漁場に向かう前に毎回各船の場所割りを決めていたので、船

長Ｃは、少しでも良い場所を取ろうと場所ごとの漁獲量を本件記録簿

に記入し、どの場所が良いか予想を立てていた。 

 Ｃ船は、０２時００分ごろ小泊漁港を出港し、漁場の場所取りを終

えたのち、甲板員Ｃが雨合羽を忘れたことに気付き、同港に戻り、再

び出港したが、既に僚船が漁場に向かっていたため、港外に僚船がい

なかった。 

 甲板員Ｃは、救命胴衣を着用し、本事故当時、Ｃ船の船尾で漁の準

備を行っていた。 

 船長Ｃは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船引船列は、小泊岬西北西方沖を北北東進中、単独で船橋当直中

の航海士Ａが、右舷前方から接近するＣ船がＡ船引船列を避けてくれ

るものと思い込み、針路及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船

とＣ船とが衝突したものと考えられる。 
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 航海士Ａは、Ｃ船がＡ船引船列の右舷正横１Ｍ付近に接近したと

き、Ａ船引船列の存在に気付いていないと思い、Ｃ船に対して探照灯

で照射し、避航を促したものと考えられる。 

 Ｃ船は、小泊岬西北西方沖を西進中、船長Ｃが、前方に他船はいな

いものと思い込み、操舵室の床に座り、本件記録簿の準備に意識を集

中し、見張りを行っていなかったことから、Ｃ船とＢ船とが衝突した

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、小泊岬西北西方沖において、Ａ船引船列が北北東

進中、Ｃ船が西進中、航海士Ａが、Ｃ船がＡ船引船列を避けてくれる

ものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｃが、

前方に他船はいないものと思い込み、操舵室の床に座り、本件記録簿

の準備に意識を集中し、見張りを行っていなかったため、Ｂ船とＣ船

とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・避航動作をとる場合には、できる限り、十分に余裕のある時期に

適切な動作をとること。 

・船橋当直者は、当直業務に専念し、接近する他船を見落とすこと

のないよう、常時見張りを行うこと。 

 




